
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年１２月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年８月１日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市郷埼北方沖 

 郷埼灯台から真方位００８°５６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.０′ 東経１２９°１２.４′） 

事故の概要 漁船勇漁
ゆうりょう

丸は、西進中、また、プレジャーボート太公望
たいこうぼう

は、釣り

をしながら錨泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年８月４日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  漁船  勇漁丸、４.８トン 

     ＮＳ３－７３０９１（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ  プレジャーボート  太公望、１.２トン 

      ２９０－５６９８９長崎、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ  船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ  なし 

Ｂ  軽傷  １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ  船首部外板に擦過傷 

Ｂ  左舷中央部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風  なし、視界 良好 

海象：海上  平穏 

月出：０３時４５分ごろ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船長Ａが、手動操舵により航行

中、付近を航行する他の漁船の動向に注意を向けていたところ、衝撃

を感じてＢ船と衝突したことを知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、錨泊しながら釣りをしていたと

ころ、Ｂ船に向けて接近するＡ船を認めたが、Ａ船はＢ船を避けて航

行すると思って釣りを続けた。 

  Ｂ船は、両舷灯を点灯し、錨泊中であることを示す白色全周灯の点

灯を失念していた。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、付近を航行する他の漁船の動向に注意を向け、

船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かな

かったものと考えられる。 

  Ｂ船は、船長Ｂが、Ｂ船に向けて接近するＡ船を認めたものの、Ａ

船はＢ船を避けるものと思い、Ａ船に対する見張りを適切に行ってい

なかったことから、衝突を避けるための動作をとらずに錨泊を続けた



 

ものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、船長Ａが、船首方の見張りを適切に行っていなか

ったため、Ｂ船に気付かずに航行し、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を

避けるものと思い、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったた

め、衝突を避けるための動作をとらずに錨泊を続けたところ、両船が

衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時、見張りを適切に行うこと。 

・法定灯火を表示すること。  


